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発行 がんばれ くぼたみきの会

ごみ処理「Ｈ25年度までに近隣との協議に着手せよ」

協議相手ままならず、町長「再議」を提案・・否決

くぼたみき
３回定例会が終わりました。

今回、皆さんが特に気になったのは新聞記事にもなった後期基本計画の

「再議」ではないでしょうか。

事の起こりは、Ｈ23年9月に町民の方から「ごみ処理を近隣自治体との協

力を基本に行うことを議会として決議することを求める陳情書」が出された

ことに始まります。焼却炉は停止状態。町単独処理ではお金がかかる、近隣

自治体と連携すべきとする内容です。

陳情は賛成多数で採択され、更に「近隣との連携」を明記した決議も賛成

多数で可決しました。近隣自治体とはどこか。横須賀、三浦市とは裁判中、

逗子、鎌倉両市では広域処理の協議中、議会が責任をもてるのか。と反対し

たのは私一人で、当時 議員だった山梨町長もこの決議に賛成していました。

町の総合計画の、2７年度までの「後期基本計画」策定にあたって、陳情

や決議に賛成した議員から、後期基本計画に「近隣との連携」を明記した修

正案が提案され、賛成多数で可決しました。他にも一部修正された内容も含

まれていますが、計画年度を２６年度と１年早め、近隣自治体との協議に

「着手せよ」と明記しており、昨年の決議よりも厳しいものとなっています。

町長は協議する相手となる近隣自治体がままならない状況で「協議に着手」

を明記することは「町の裁量権に踏み込んだ議会決議」だとして「再議」を

提案しましたが、多数で否決され「協議に着手」が決まった形です。

現在、近隣自治体とはどこか。当面、協議する相手が見つからない状況は

変わっていません。そんな中で、「近隣との協議に着手」は議会として責任

が持てないと考え、修正案に反対、「再議」に賛成の態度を取りました。

町は当面、ごみの減量化を最優先にしていますが、来年2月から始める予

定のモデル地区の戸別収集や、資源回収などを含め、実施計画を示し、町民

と話し合いを進めるべきと考えます。
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前向きな議論で、ごみ問題の解決を

ごみ問題で「近隣自治体との協議を」主張する議員から、町の総合計画

後期基本計画のごみ処理の箇所に「近隣自治体との協議に着手する」と追

加修正する案が出され、多数で可決しました。町長は「町の裁量権に踏み

込む行き過ぎ」として、これを「再議」（再考）にかけましたが、修正の

まま、再度、賛成多数（９：４）で可決しました。

（近藤議員・くぼた議員は反対しました）

横須賀、三浦、逗子、鎌倉各市など周辺の自治体との間では、当分の間

それぞれの事情で、ごみ処理を共同処理できる状況にはないというのが一

般的見方です。

このように近隣自治体と言っても具体性がなく、実効性の薄いものをわ

ざわざ加え、賛成する議員は無責任と言われても仕方ないでしょう。

日本共産党は今年3月発行した新はやま(町政報告版)で、みきさんの町政

報告と合わせて、ごみ処理について見解を示しました。

その中で、燃やすごみの処理について、焼却ではない方法の開発が進ん

でおり、それらの調査研究に力を入れ、焼却によらないごみ処理計画を早

急に作ることを提案しています。

真剣に町のごみ問題の解決を考えるのであれば、可能性のある方法を進

めるように、冷静に町の後押しをする議会であってほしいというのが、多

くの町民の願いでしょう。


